
クレジットカード利用契約（単価） 公募型プロポーザル募集要項 

 

１ 件名 

 クレジットカード利用契約（単価） 

 

２ 目的 

 東京都台東区職員の旅費の支給に関する条例の改正により可能となった、クレジットカード決済

の導入に対応できる最適な事業者を選定する。 

 

３ 業務内容 

別紙「クレジットカード利用契約（単価）仕様書」のとおり 

 

４ 契約期間 

令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

（契約は単年度契約とするが、履行状況を厳正に確認し、業務の履行上問題がなく成果が認め

られた場合に限り、引き続き１年単位での契約更新ができる。更新は４回を上限とする。） 

 

５ 提案限度額 

令和８年度予算案公表後に区ホームページにて公表する。 

 

６ 参加資格要件 

 プロポーザル方式へ参加できる者は、参加申込書提出時に以下の資格要件を全て満たすものとす

る。ただし、参加申請時点において応募資格を有する場合であっても。契約締結までの間に以下の

（１）～（６）のいずれかを喪失することになった場合、その時点で失格とする。 

（１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項に規定する者に該当し

ないこと。 

（２） 東京都台東区競争入札有資格者指名停止基準（平成１０年２月２０日付９台総経第１７０号）

による指名停止措置を受けていないこと。 

（３） 東京都台東区契約における暴力団等排除措置要綱（平成２４年１月２６日付２３台総経第６

４５号）による入札参加除外措置を受けていないこと。 

（４） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき、更生手続開始の申立てをした者にあっ

ては、裁判所により更生計画認可の決定を受けていること。 

（５） 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき、再生計画開始の申立てをした者にあっ

ては、裁判所により再生計画認可の決定を受けていること。 

（６） 不渡手形又は不渡小切手を発行し、銀行当座取引を停止されていないこと。 

 

７ 募集要項等の配布 

（１）配布期間：令和８年１月１９日（月）から令和８年２月１０日（火）の午後５時まで 



（２）配付方法：台東区ホームページ上にて公開（ダウンロード可能） 

 

８ 参加申込等 

 参加を申し込む場合は、次の各号により必要書類を提出すること。 

（１）提出書類 

【別紙１】「クレジットカード利用契約（単価） 公募型プロポーザル」提案書等作成要領に

従い、必要書類を作成し、提出すること。 

 ①参加申込書（様式１） 

②（ア）台東区での競争入札資格を有している場合 

・東京電子自治体共同運営の物品買入れ等競争入札参加資格審査受付票 

（イ）台東区での競争入札参加資格を有していない場合 

・履歴事項全部証明書（登記簿謄本）[正本] 発行後３か月以内のもの 

・登記事項証明書[正本] 発行後３か月以内のもの 

・財務諸表 賃借対照表及び損益計算書等（直近決算期のもの） 

・法人事業税及び地方特別税の納税証明書（直近決算期のもの） 

・納税証明書その１（法人税）（直近決算期のもの） 

・納税証明書その１（消費税及び地方消費税）（直近決算期のもの） 

※納税証明書については、各税目における完納を証明するものに限る。 

③会社概要（様式２） 

④提案書 

⑤見積書（様式３） 

（２）提出期限 

令和８年２月１０日（火）午後５時必着 

（３）提出方法 

事務局に持参又は郵送する。ただし、郵送の場合は、特定記録郵便により提出期限必着で送付するこ

ととし、提出期限までに事務局に到着しなかった場合は失格とする。 

 

９ 全体スケジュール 

   項目 期限日時等 

１ 公示 令和８年１月１９日（月） 

２ 質問書の受付期限 令和８年２月３日（火） 午後５時 

３ 質問への回答期限 令和８年２月６日（金） 

４ 参加申込書及び第一次審査必要書類提出期限 令和８年２月１０日（火） 午後５時  

５ 第一次審査 結果通知 発送 令和８年２月１８日（水）以降 

６ 第二次審査（プレゼンテーション） 令和８年２月２６日（木）予定 

７ 第二次審査 結果通知発送 令和８年２月下旬 

８ 契約手続き 令和８年３月上旬以降 

 



１０ 質問書の提出 

本案件に関する質問は、｢質問書（様式４）｣により受け付ける。質問がある場合は、令和８年

２月３日（火）午後５時までに、メールにより事務局に提出すること。また、メールを送信した

後は到達確認のために事務局に電話で連絡すること。なお、メールアドレスについては、事務局

に電話で問い合わせること。 

期間中に受け付けたすべての質問とその回答については、質問をしたことがある者すべてにメ

ールで送付する。なお、応募予定の全事業者に周知する必要があるものについては、区ホームペ

ージにて回答書を公開する。 

 

１１ 優先交渉権者の選定方法 

台東区クレジットカード決済事業者選定委員会（以下「委員会」という。）において、提出さ

れた企画提案書等をもとに第一次審査（書類審査）を実施し、３社を選定の上、第二次審査（プ

レゼンテーション審査）を実施のうえ、優先交渉権者を決定する。ただし、優先交渉権者と交渉

の結果、不調の場合は次の順位の者と交渉を行う。 

（１）第一次審査（書類審査） 

  ・提案書、見積書等により総合的に書類審査を行い、評価点の高い上位３事業者程度を第二次

審査進出者とする。 

・令和８年２月１８日（水）以降、審査結果をメールと郵送にて通知する。その際、第二次審

査の日程を通知する。 

（２）第二次審査（プレゼンテーション） 

  ・１社あたり１０分程度で提案書の内容を説明すること。なお、説明後に１０分程度の質疑応

答を行う。 

・出席者は３名以内とし、実務担当者は必ず出席すること。 

 ・プレゼンテーションの際に用いる資料は、事務局に提出した提案書（印刷物）とする。 

 ・パソコン等の機材を使用する場合は、参加者が設営・操作・撤去をすべて行うこと。ただ

し、プロジェクター及びスクリーンは事務局で用意する。 

 ・令和８年２月下旬に審査結果を郵送にて送付する。 

（３）一次審査、二次審査における審査項目と審査の着眼点 

審査項目 着眼点 

導入実績 他の自治体や企業等での具体的な実績やノウハウを有しているか。 

特に、他自治体において出張に関する経費の取り扱いがあれば事例を

記載すること。 

利用できる国・地域数、利用可能店舗数、全体の発行枚数等が十分で

あり、広く流通しているものであるか。 

導入目的への適合性  クレジットカード決済導入の目的に合致する利用方法を提供できる

か。 

特に、出張旅費の支出として適さない利用があった場合の対処につい

て提案ができる場合は、その内容を記載すること。 



支払いに関する利便

性 

カード料金の支払方法、カードの締日その他仕様書に記載している事

項について、地方公共団体における会計事務規則等の特性を理解し、

区にとって利便性のある料金の請求を行えるか。 

特に、出張前に支払期日が到来する場合の対応について提案ができる

場合は、その内容を記載すること。 

そのほか、仕様書の期日よりも請求書を早く発行できるなどの柔軟な

対応ができる場合にも、その内容を記載すること。 

現物カードの利便性 現物のクレジットカードを追加発行し、利用できるまでにどれくらい

の期間・手続きを要するか。 

安全性 決済システムの安全性が十分に確保されており、内部および外部から

のカード不正利用等が発生した場合の対応策が適切に整備されている

か。 

システムの操作性 利用者である区職員にとって、クレジットカードの会員サイトは操作

しやすく、円滑な利用が可能となっているか。また、操作方法等のサ

ポート体制が整備されているか。 

特に、毎月の支払いにおいて利用可能な経費の範囲に適合しているか

を確認するために、利用内容の内訳が分かりやすく提示できるか。 

障害発生時の対応 クレジットカード決済ができない場合などの障害発生時における、迅

速な対応策や区へのサポート体制は整っているか。 

経費 提案金額が安価であるか。 

その他 本業務についての効果的な追加提案があるか。 

ポイントの付与・利用について提案があるか。 

 

１２ 契約締結請求・手続 

  優先交渉権者（又は次順位交渉権者）を受託予定者として、人事課長が区契約主管課長に契約

を締結するよう請求する。 

  契約は、当該年度の本業務に係る予算配当があることを条件に随意契約により令和８年４月１

日付で締結する。 

 

１３ 見積書 

見積金額の一部または全部が単価となる場合は、単価×予定数量の総額で記載すること。 

  また、見積書には会社名及び代表者名を記入し、代表者印を押印すること。 

 

１４ その他 

（１）当プロポーザルへの参加にかかる一切の経費は、事業者の負担とする。 

（２）提出書類に虚偽の記載をした場合は、失格とする。 

（３）提出書類は選定結果にかかわらず返却しない。 

（４）提出書類は事業者の選定以外の目的には使用しない。 



（５）提案書作成のために取得した業務内容等の情報は、許可なく公表及び使用してはならない。 

（６）本プロポーザルの参加表明手続き以降に、区に提出された書類については、東京都台東区情

報公開条例に基づき情報公開の対象となる。条例第６条に該当する事項以外は公開となるため、

あらかじめ了承の上、提出すること。 

 

１５ 事務局（担当部署） 

  台東区総務部人事課給与福利係 

  所在地：台東区東上野４－５－６（台東区役所４階⑤番窓口） 

  電 話：０３－５２４６－１０６２ 

  ※受付時間は、平日午前９時から午後５時まで 


